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平成３０年度第１回瑞浪市都市計画審議会会議記録 

開催日時 平成３１年２月１５日（金） 午前１０時００分 開会 

              午前１１時３０分 閉会 

開催場所 瑞浪市役所４階 全員協議会室 

出席委員 会長 

委員 

 

 

 

 

磯部 友彦 

柴田 明芳 

伊藤 友一 

伊藤 修二 

成瀬 徳夫 

大久保 京子 

委員 

 

 

 

 

 

渡邉 康弘 

樋田 翔太 

渡邉 敏博 

田中 定 

加藤 栄子 

（名簿順、敬称略） 

欠席委員 委員 下谷 輝彦   

委員以外の出席者  － 

事務局 

 

建設部長 

都市計画課長 

都市計画課都市政策係長 

都市計画課主査 

金森 悟 

安藤 洋一 

棚橋 哲夫 

小川 怜 

付議事件 

議第  瑞浪市立地適正化計画案について（意見交換） 

 委員会の顛末   意見交換のため結論無し 
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事務局 

それでは、議第、瑞浪市立地適正化計画について、事務局から説明

をお願いいたします。 

 

【議第「瑞浪市立地適正化計画案」について説明】 

 

ありがとうございます。次第の瑞浪市立地適正化計画についての説

明をいただきました。これにつきまして、委員の皆様から質問等ござ

いましたら、お受けいたします。 

 

大型小売店舗の立地について、制限がかかるというような説明があ

りましたが、１,０００平米以上ということで、実際に該当しているも

のがどれぐらいあるのか。あと、それらが施設の増築だとか、敷地面

積で考えれば駐車場を増やしていきたい、といったことも可能性はあ

ると思います。まず該当するものが今、どれだけあるのかというのを

確認したいのですが、どうですか。 

 

該当する施設は、メイトさんとバロー中央店と、あとはピアゴさん

などです。 

 

増築や改築に関しても、この届け出が必要になってくるというとこ

ろについては、例えば、今現在の施設は８００平米で、新しく追加す

ると１,０００を超えてくるというようなときは、これは改築にも届け

出が必要という考えですか。 

 

要は既存の店舗に対して影響があるのか、ないのかということです

ね。簡単に言うと。 

 

新築が対象と考えています。もし必要であれば、条例等で改築時も

申請が必要であると定めることは考えられますが、都市再生特別措置

法等で定められているのは新築と、改築をして都市誘導施設を有する

建築物とする場合であったり、用途を変更して誘導施設を有する建築

物とする場合ということになっています。 

 

今、担当がお話したのは、法律に基づいた話です。今回、冒頭に磯

部会長からありましたけれども、都市計画に関して市の中である程度

考えながら、制度をつくっていこうという趣旨もありますので、次回

そのあたりについて、どこまで届け出の中に入れるかというあたりも

確認していきたいという風に考えています。新築については、法律の

中では届け出をしなければならないということになっていますが、そ 
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れ以外についても、盛り込むかどうか検討していきたいという風に考

えています。 

 

 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 

 今後のスケジュールですが、非常に急ピッチで、８月１日に事前公

表されるまで、いろんなことを全部煮詰めて、いろんな問題があると

思います。ですが、それらをしっかりとやるという覚悟で取り組まれ

るのだと思います。それと届出制度についてですが、さっき言われた

法的な規制がないというところでどこまでやれるかどうか。まず浸透

してもらうことが、この届出制度をしっかり公表してもらって、認知

してもらうということは一番大事ですけど、それとその届け出された

ことに対して、例えば届け出をしなくて勝手にやられる場合が往々に

して出てくることもあると思います。それは故意にやられる場合もあ

るし、知らなくてやられる場合もあると思うんですけど、そこら辺の

法的な規制がないところでどこまでそういうことをちゃんとやってい

けるか、そこら辺も少し考えていただいたほうがよいと思います。 

 

 届け出に関しましては、必要ということになりますので、届け出が

出されてない事業者さん等が見えれば、届け出をしていただくことに

なります。届け出はしていただけるんですけれども、今、伊藤委員が

言われたように、届け出たから区域外につくるぞと言われて、それが

ダメですという規制ができるわけではありません。この計画の趣旨で

あったり、瑞浪市のまちづくりの方針等を説明させていただいて、ご

理解いただけるような努力をしていくのかなとは考えておりますが、

もちろん事業者さんの自由もありますので、どうしてもそちらで計画

の区域外で事業をされるということに関しては、今の仕組みでは止め

ることができないかなと思いますが、丁寧にこの計画の趣旨を説明し

て、ご協力いただける範囲ではご協力いただくということになろうか

と考えております。 

 

そんな曖昧でやっていけないような気がしますけど。もう少し何か

歯止めというか、法律違反じゃないにしても、それを市の条例という

風にするのか、何かそういうものをしっかりとらないと難しいと思う

んですよね。 

 

まず、この計画が確定しましたら、届け出が必要だということはし

っかりと広報みずなみや、ホームページなどでもお願いして、しっか

りと届け出をしていただくようにしていただきますというのが 1点。 
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それからやはりこの計画というのは、かちっと決められた方向に基づ

いて、規制をかけるという性格ではなくて、緩やかに瑞浪の都市をこ

ういう形に持っていくというような大きな方向性を示すものでありま

すので、今の段階では規制をかけるというところまでは考えていない

というのが実態であります。今後、人口減少し、大きく都市像が変わ

っていく可能性がある中で、瑞浪がしっかりと都市として機能できる

ような形をつくりたいというような思いでありますので、ご理解いた

だきますようお願いします。 

 

今の事務局の話だと、法的規制がないから、緩やかにやられるとな

りますと、だったら決めなくていいんじゃないですか、そんなことを。

届け出なんか必要ないのでは。 

 

届け出があることについて、メリットを説明してください。 

 

届け出をしていただくことで、まちづくりにインパクトがあるよう

な３戸以上の住宅の建設であったり、都市機能の建設に関して瑞浪市

がしっかり把握することができます。その把握した段階で、先ほどか

ら申しておりますが、この計画、立地適正化計画の制度と趣旨を事業

者さんに説明させていただいて、ご理解いただける部分はご理解いた

だいて、ご協力いただければということになります。届け出をしてい

ただくことで瑞浪市がまず事業者さんと、事業者さんの事業を知るき

っかけとなりますので、届出制度は必要と考えております。 

 

届出制度は必要だと言われますが、片方では緩やかにやられるとい

う話だとこれは届け出しなくてもできる訳ですよね。 

 

届け出は義務化されますので、届け出がない場合は届け出いただく

ように指導させていただきます。 

 

だから、今言いましたように、届け出が義務化されるかもしれない

ですけれども、届け出を出さなくても、事業は進められるじゃないで

すか。 

 

どうですか。いろんな建築制度がありますから、それの関係で。 

 

おっしゃられるように、届け出ですので、これは規制ではないと議

員がおっしゃられるように、届け出をせずに進んでいってしまう、当

然そういうこともありますので、市の立場としてはそれを指導しなが 
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ら、市の計画を説明しながら、届け出をしていただくように指導して

いくという形になります。 

 

市は説明はするけど、業者としては別に出す必要ないという考え方

になってしまう可能性もありますよね。だからその辺りはやっぱり縛

りをつくらないとだめじゃないですかね、私はそう思いますけど。 

 

例えば、新築だと建築確認申請がいりますから、そこで関与するチ

ャンスはありますね。規模の大きい商店ですと、大店立地法がありま

すから、そこでも関与できますね。実は結構、市が関与するチャンス

は多々あるんですね。そういう中での話なので、全く野放し状態にな

るということは考えにくいということが１つと、あくまでも届け出が

あることによるメリットといいますと、当然行政が知りますので、行

政は一応知った以上、いわゆる行政指導ができる立場ですので、知ら

ないと何もできませんけども、知った以上、いろんなまずいことがあ

れば、指導するチャンスはできます。そういう形で届け出というのは

有効に活用できるんじゃないかと思いますけどね。 

 

今の届出制度というのは、業者規制の話なんですかね。個人も対象

になるのか。 

 

居住誘導と都市誘導の両方で定義されていたので、ちょっとその辺

をあわせて説明してください。 

 

先ほどの居住誘導区域外での届け出の対象となりますのは、３軒以

上を同時に建てるような建築行為や開発行為となりますので、想定さ

れるのは分譲地のようなものかなと考えております。ミニ分譲も含め

てですね。なので、個人の方が１軒建てられるというのは届け出の対

象にはならないです。 

 

となると、業者規制になって、届け出をして、市の行政指導があっ

たということになると、業者は入札だとかいろんな関係のところで斟

酌されるという。それで規制がかかるかなという風に思うのですが、

僕は先ほど成瀬さんが言われたように、やはり罰則規定というか、そ

ういうものがないと、市もやりにくいのではないかなと思います。市

側の職員の人にしてみても、ただ届け出して、行政指導というのは非

常に説明責任が難しくなってくるので。そういう意味でいくと、こう

いう風になるぞというようなものをきちっとこの中に入れたほうがい

いかなと。よそはどうなっているか知りませんけど、そういう感じは 
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します。 

 

 では、次に渡邉委員のご意見を。 

 

 先ほどの答弁の中にありました、居住誘導区域の届け出についてな

のですが、１棟また２棟の場合でも、規模が１,０００平米以上であれ

ば届け出が必要だと思うのですが。 

 

 そうです。 

 

 先ほどは３棟以上はという趣旨の答弁だったのでそこら辺を。 

 

 そうですね。先ほど３棟以上ということで説明させていただきまし

たが、すいません、１,０００平米以上の大規模なもの、あまり一般的

なものはないと思いますが、１,０００平米以上のものであれば、１棟

でも届け出はしていただきます。失礼しました。 

 

 あと皆さんが言われているところの罰則規定というところもあると

思うのですが、例えば支援制度を設けられると思います。事前にそう

いった申請がなければ支援制度が使えない。事前にしっかり申請して

いただいた方は支援制度を優先して使えるとか、そういう罰則という

形のイメージより、支援制度が優先的に使用できるとかいったところ

のほうが申請される方に対しても、こういうのが使えるのであればと

いうところで、率先してやっていただけるような制度になってくるの

ではないかなと思います。 

 

 今、２つ大きな話をいただきました。届け出と言いながらも、義務

的でないことはわかるけど、それだったら有形無実と言ったらおかし

いですけど、実態がなくなってくるのではというご意見をいただきま

した。それと発想を変えまして、届け出と合わせた支援の充実という

ようなこともありました。瑞浪の今回の立地適正化計画、どちらかと

いうと、県内でも先行的に取り組んでいますので、全国的な状況など

も見させていただいて、どこまでその罰則的なものができるとか、充

実ができるかというのも、他事例なども見させていただいて、次回、

ご報告させていただきたいなという風に考えます。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

あと居住誘導地区に関しての話ですが、今、実際にそこに何戸ある 
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のかということや有効な土地ですよね、空き地だとか。あと公共施設

とかの面積も含めますけども、実際に１万６,０００人程度の居住を見

込んでいると。今現在あるそうですが、それを継続していくには、や

っぱりその空き家の状態だとか、放置されている土地というところに

対して、少しメスを入れていく必要があるかと思いますので、そうい

った状況に関しても、もし資料がありましたら、次回までにお願いし

たいと思います。 

 

今のご意見は、要は目標の人数が受け入れられるかどうかですね。

その決められた土地にね。そういう問題と合わせてやっていかないと、

つじつまが合わないことになってくると思いますので、お願いいたし

ます。 

 

先ほどの３戸の開発行為の場合はということなのですが、３戸の敷

地が１,０００平米以下の場合は要らないということですよね。 

 

３戸であれば、届け出が必要です。 

 

だから、まずは３戸あればいいけれども、土地として１,０００平米

以下の場合は要らないということですよね。３戸建てないとして、１,

０００平米以下の土地の場合としたら要らないということですね。 

 

はい。 

 

要らないということですね。それを個人で３つに分けてやった場合

は、一人一人が建てるわけですよね。そうした場合、申請はいらなく

なってしまうということになりませんか。 

 

はい、そうです。 

 

そうした場合は、もう届け出が要らないということですか。 

 

もともと３戸を目的として分譲されるような開発であれば、１,００

０平米関係なく届け出の対象になりますが、敷地を分譲目的ではない

状態で造成された後に、その後に３つに分けて売ってしまった場合は、

対象にならないかと考えます。造成される段階で３戸以上、既に目的

とされている場合でないと、届け出の対象にはならないです。 

 

そういうところでやはり縛りをつくっておくべきではないのかなと 
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思います。そうでないとそういった形で幾らでもやれてしまう可能性

があるので。 

 

 分譲後の個人で建ててしまった場合の対応ということですね。わか

りました。また、そのあたりも１回検討します。 

 

 瑞浪市内においては、全て都市計画区域内ですので、たとえ１軒で

も建築確認というのが必要になります。その流れの中に、今は民間事

務所で許可になりますけれども、報告というのは市にもくるはずです

ので、それと今のものをリンクさせれば、たとえ１戸であっても何で

あっても、すべて把握できると思います。その辺りの道を１つ考えて

おくとよろしいのではないかと。そこで判断されて、今、成瀬さんの

仰られたように、９９９平米を３人でやると。だけどこれは今の３戸

の規定にも一応あるのではないかということでチェックはできるわけ

ですので。そこのリンクを１つ考えてみるとよろしいのではないかと

思います。 

 

 ではその辺りの検討をお願いします。ありがとうございます。 

ほか、いかがでしょうか。 

 

 住民説明会の件ですけど、周知するためにホームページだとか広報

で流されると思うんですが、このメンバーでもこれだけ質問が出てい

る状況なので、情報を流すだけでは市民の皆さんも理解できないと思

います。どのような規模で、どういう風に住民説明会をされるのか。

もし今決まっていることがあれば教えていただきたい。 

 

 今、想定しておりますのは、今仰られたように、広報等でまず概要

を載せながら、これに対して住民説明会とパブリックコメントを実施

しますよというような周知ができればと思っています。住民説明会に

関しましても、文化センター等で平日や休日の日中、夜など色々な生

活環境の方が皆さんが参加できるような時間帯や曜日を設定して、住

民説明会に皆さんが来ていただける機会を広く設けて、住民説明会を

できればと考えております。 

 

なるべく対応ができるものでないと一方的に流すだけだと、不満も

また出てくるでしょうから、住民へ周知の方法を考えてもらって、十

分に理解してもらえるような説明会を開催していただきたいと思いま

す。 
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ありがとうございます。複数回、複数会場を前提として、丁寧に説

明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

この都市機能の誘導区域内の人たちは何か、これからもっと発展す

るぞという希望が持てるのですが、区域外の人たち、日吉などの人た

ちにしてみると、何か置き去りにされてしまうのかなというイメージ

を持ってしまうような計画だと思うんですよね。これは要するにそう

いう規制をかけるのか、この中に誘導するというのか、発展させるた

めなのかというのは、明確にしていかないと、誘導区域の外の人たち

が疎外感を持ってしまうような、厳しい制度だと思うんですよね。 

 

それに対してありますか。 

 

田中委員が仰られたことはもちろんあるかなと思っています。先ほ

どもその届け出と罰則等というお話もありましたが、先ほど金森も説

明しましたように、この計画はいろんな開発行為であったり、建築行

為を制限するというよりかは、渡邉議員も仰っておられましたこの区

域のインセンティブや優位性といいますか、利便性を高めるというこ

とで居住が少しずつ緩やかに誘導できたらいいかなというところで

す。日吉であったり、釜戸であったりというところの生活環境が、こ

の計画ができたことによって、今までより低下するということは全く

なく、今ある制度とか支援制度とか、生活環境がある中で、その上に

この立地適正化計画で生活利便性が維持できる区域をつくっていっ

て、緩やかに居住を誘導し、そこに住んでもいいなと思っていただい

た方には、その居住誘導区域に入ってきていただくというような制度

と考えております。 

 

やっぱり日吉なら日吉の中に同じようにその誘導区域というのを設

けるような話にしていかないと。一般のイメージでは、何か瑞浪市の

この中心部だけの話というか。そういう意識を持ってしまうというこ

となんですよ。確かに日吉を考えてみたら、瑞浪もそうなんですけど、

僻地のところの周りは効率が悪いなという風に思うので、それを集め

てくるというのか、それなりの地域に住んでいただきたいなという風

な思いはあって。そういう風にしないと、行政コストも高くなるわけ

ですから。そういうところは当然考えるべきだと思うんですけど。だ

からそういうものも出してこないと、何か受け入れられないのがある

かなという気がします。これはこれで出していく必要があるけれども。 
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会長 

確かにこういうことをやると、外の方、外と言うと失礼かもしれな

いですが、人里離れたところで生活をしたいという人もいるんですよ

ね。そういう人たちのことを考えると、やはり地域行政のサービスの

低下や偏りがないかということを住民説明会で多分言われると思いま

す。その辺もやはりきちっとした形で話してもらうようなことをつく

っていかないと私はダメだと思いますので、その辺だけよろしくお願

いします。 

 

両委員からいただいたことは事務局としても非常にジレンマと言っ

たらおかしいですけど、現実的になかなか悩ましいところです。人口

減少、これはもう避けては通れない状況でありますので、田中委員か

ら、中心市街地だけ発展すればいいのかというような話がありました

が、そうではなくて、中心市街地は維持しながら、瑞浪全体が都市と

して維持できる方法を考えていきたいということであります。地域は

地域の独自の生活圏であったり、文化がありますので、それは都市計

画事業とは別のところでしっかりと維持しながら、瑞浪市全体を維持

していきたいという思いでこの計画はつくっていくという風に考えて

おります。ですので、そのあたりも次回もう少し整理させていただい

て、皆さんにご提案したいなと考えています、よろしくお願いします。 

 

関連になるのですが、今言われたとおり、説明資料の９ページや１

５ページに立地適正化計画の効果とあります。中心部へのアクセスを

容易にして、郊外の生活を維持できるようにというところや周辺地域

の位置づけというところが書かれていると思うんですけど、そういっ

たところをもっとわかりやすく見えるように、次回はここのところを

もう少しボリュームつけていただいて、ここで挙げられている周辺地

域というところの方々も率先してこの計画を進めていただけるような

ものにしていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

私からアドバイスすると、その５ページですね。５ページですが、

今回、立地適正化のところを中心に説明いたしましたけれども、市全

体の総合計画というものももちろんあります。総合計画の次はマスタ

ープランというのがあって、それの実現の方策として、この立地適正

化が道具として今回用いられていると。目標は大きな目標があるので、

総合計画ですと、市全体で。またブロック別の目標やまちの姿という

のを描いたわけですので、それはそれでやっていくのは当たり前です。

逆に言うとその課題となっていること、それはどんな地域でも、まち

全体もありますが、特に中心部は課題が大きいんだろうなと。放って

おくと、その課題が解消できないであろうと。特に先ほど言いました 
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 が、空き地空き家問題もございますし、せっかく交通の便がいいとか、

いろんな利便性が高いとか、平らな土地だというところなのに、有効

活用されてないというところがこれから出てくるであろうと。そうい

うせっかくいい場所を捨てて、ほかのまちに施設つくってもしょうが

ないですよねと。もっと言いますと、瑞浪の中心性がなくなってしま

いますと、その時に皆さんは多治見まで行くんですかと。そういう危

機感があると思うんですよ。中心性というものが、やっぱり今支えな

いと、市全体が終わってしまうよと。そういうような部分も市全体と

してあると思いますので、それをうまく説明していただけるとね、結

局ある特定地区だけの話じゃないという話ですね。まず市全体の話だ

ということをうまく説明していただいて、特に住民さんへの説明をう

まくやっていただけたらと思います。 

あと、いかがでしょうか。今回は意見交換という形でございますの

で、意見集約のようなことはなく、以上で今回の議事を終了させてい

ただきたいと思います。皆様方には議事進行にご協力賜り、まことに

ありがとうございます。 

 

― 以上 ― 

 


